
1．受付状況（令和７年11月30日現在）

中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他  計 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他

療養者 51 25 3 3 0 82 13,739 3,917 622 731 315

未申請死亡者遺族 11 10 1 3 0 25 2,487 941 179 127 71

施行前死亡者遺族 0 0 0 0 0 0 3,773 714 69 17 77

計 62 35 4 6 0 107 19,999 5,572 870 875 463

2. 認定等状況（令和７年11月30日現在）

(1)療養者

中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他  計 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他

認定＊1 27 8 0 4 - 39 11,995 2,486 43 263 -

不認定＊1＊2 0 0 0 0 0 0 826 1,114 499 530 114

取下げ＊3 0 0 0 0 0 0 745 364 21 14 71

判定保留により追加補
足資料提出依頼中 - - - - - - 54 42 0 2 -

環境省にて判定中
（申出済）

- - - - - - 44 16 9 13 -

計 27 8 0 4 0 39 13,664 4,022 572 822 185

(2)未申請死亡者遺族

中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他  計 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他

認定＊4 7 2 0 0 - 9 1,933 555 8 44 -

不認定＊4＊5 0 0 0 0 0 0 457 376 153 101 3

取下げ＊6 0 0 0 0 0 0 58 38 4 1 2

判定保留により追加補
足資料提出依頼中 - - - - - - 12 15 0 0 -

環境省にて判定中
（申出済）

- - - - - - 9 8 3 3 -

計 7 2 0 0 0 9 2,469 992 168 149 5

　＊5　中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚に分類されているものは、環境大臣の判定に基づくもの。
　　　それ以外の理由（書類不備等）で不認定としたものは、その他に分類。

　＊6　主な理由：労災保険等支給、優先請求順位者が別に存在、医学的資料が整わない。

　＊4　当月分の認定及び不認定の件数については、新たな医学的資料が提出された再審査及び不服審査会による
　　　原処分取消しに基づく処分件数を除いたもの。

2,540

1,090

103

27

23

3,783

　＊1　当月分の認定及び不認定の件数については、新たな医学的資料が提出された再審査及び不服審査会による
　　　原処分取消しに基づく処分件数を除いたもの。

　＊2　中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚に分類されているものは、環境大臣の判定に基づくもの。
　　　それ以外の理由（書類不備等）で不認定としたものは、その他に分類。
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　＊3　主な理由：労災保険等支給、医学的資料が整わない。
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石綿健康被害救済法に基づく受付及び認定等の状況

　　令和７年11月末現在の受付・認定等件数について、申請・請求区分ごと、また指定疾病（中皮腫、肺がん、著しい
　呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚）ごとに取りまとめた。

11月 累　  　計　

計 

令 和 7 年 12 月 24 日
石 綿 健 康 被 害救 済部



(3)施行前死亡者遺族

中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他  計 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他

認定 1 0 0 0 - 1 3,483 154 41 12 -

不認定 0 0 0 0 0 0 57 435 20 8 10

取下げ＊7 0 0 0 0 0 0 247 156 9 1 16

判定保留により追加補
足資料提出依頼中 - - - - - - 0 1 0 0 -

環境省にて判定中
（申出済）

- - - - - - 0 0 0 0 -

計 1 0 0 0 0 1 3,787 746 70 21 26

(4)総計

中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他  計 中皮腫 肺がん 石綿肺
びまん性
胸膜肥厚

その他

認定 35 10 0 4 - 49 17,411 3,195 92 319 -

不認定 0 0 0 0 0 0 1,340 1,925 672 639 127

取下げ 0 0 0 0 0 0 1,050 558 34 16 89

計 35 10 0 4 0 49 19,801 5,678 798 974 216
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　＊7　主な理由：労災保険等支給、優先請求順位者が別に存在、医学的資料が整わない。
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